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平成２６年第３回紀の川市議会定例会 第１日 

 

      平成２６年 ８月２９日（金曜日） 開 議 午前 ９時２９分 

                       散 会 午前１１時３０分 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程（第１号） 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定 

 日程第３  諸般の報告 

 日程第４  諮問第  ３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       諮問第  ４号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       諮問第  ５号 人権擁護委員候補者の推薦について 

       議案第 ８７号 池田財産区管理委員の選任について 

       議案第 ８８号 池田財産区管理委員の選任について 

       議案第 ８９号 池田財産区管理委員の選任について 

       議案第 ９０号 池田財産区管理委員の選任について 

       議案第 ９１号 池田財産区管理委員の選任について 

       議案第 ９２号 池田財産区管理委員の選任について 

       議案第 ９３号 池田財産区管理委員の選任について 

       議案第 ９４号 田中財産区管理委員の選任について 

       議案第 ９５号 田中財産区管理委員の選任について 

       議案第 ９６号 田中財産区管理委員の選任について 

       議案第 ９７号 田中財産区管理委員の選任について 

       議案第 ９８号 田中財産区管理委員の選任について 

       議案第 ９９号 田中財産区管理委員の選任について 

       議案第１００号 田中財産区管理委員の選任について 

       議案第１０１号 平成２５年度紀の川市一般会計歳入歳出決算の認定につ 

               いて 

       議案第１０２号 平成２５年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計 

               歳入歳出決算の認定について 

       議案第１０３号 平成２５年度紀の川市土地取得事業特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

       議案第１０４号 平成２５年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計歳 

               入歳出決算の認定について 

       議案第１０５号 平成２５年度紀の川市国民健康保険直営診療施設勘定特 

               別会計歳入歳出決算の認定について 
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       議案第１０６号 平成２５年度紀の川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第１０７号 平成２５年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計歳入歳 

               出決算の認定について 

       議案第１０８号 平成２５年度紀の川市公共下水道事業特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第１０９号 平成２５年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別 

               会計歳入歳出決算の認定について 

       議案第１１０号 平成２５年度紀の川市農業集落排水事業特別会計歳入歳 

               出決算の認定について 

       議案第１１１号 平成２５年度紀の川市簡易水道事業特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

       議案第１１２号 平成２５年度紀の川市池田財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１１３号 平成２５年度紀の川市田中財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１１４号 平成２５年度紀の川市長田竜門財産区特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第１１５号 平成２５年度紀の川市竜門財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１１６号 平成２５年度紀の川市南北志野財産区特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

       議案第１１７号 平成２５年度紀の川市飯盛財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１１８号 平成２５年度紀の川市静川財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１１９号 平成２５年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別 

               会計歳入歳出決算の認定について 

       議案第１２０号 平成２５年度紀の川市調月財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１２１号 平成２５年度紀の川市丸栖財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１２２号 平成２５年度紀の川市平池財産区特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

       議案第１２３号 平成２５年度紀の川市水道事業会計における水道事業剰 

               余金の処分及び決算の認定について 
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       議案第１２４号 平成２５年度紀の川市工業用水道事業会計における工業 

               用水道事業剰余金の処分及び決算の認定について 

       議案第１２５号 紀の川市保育の必要性の認定に関する条例の制定につい 

               て 

       議案第１２６号 紀の川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

               を定める条例の制定について 

       議案第１２７号 紀の川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

               運営に関する基準を定める条例の制定について 

       議案第１２８号 紀の川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す 

               る基準を定める条例の制定について 

       議案第１２９号 紀の川市放課後児童健全育成事業負担金徴収条例の制定 

               について 

       議案第１３０号 紀の川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正 

               について 

       議案第１３１号 紀の川市斎場条例の一部改正について 

       議案第１３２号 平成２６年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）につ 

               いて 

       議案第１３３号 平成２６年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計 

               補正予算（第１号）について 

       議案第１３４号 平成２６年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補 

               正予算（第１号）について 

       議案第１３５号 平成２６年度紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１３６号 平成２６年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予 

               算（第１号）について 

       議案第１３７号 平成２６年度紀の川市公共下水道事業特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１３８号 平成２６年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別 

               会計補正予算（第１号）について 

       議案第１３９号 平成２６年度紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予 

               算（第１号）について 

       議案第１４０号 平成２６年度紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１４１号 平成２６年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１４２号 平成２６年度紀の川市田中財産区特別会計補正予算（第 
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               １号）について 

       議案第１４３号 平成２６年度紀の川市長田竜門財産区特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１４４号 平成２６年度紀の川市竜門財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１４５号 平成２６年度紀の川市南北志野財産区特別会計補正予算 

               （第１号）について 

       議案第１４６号 平成２６年度紀の川市飯盛財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１４７号 平成２６年度紀の川市静川財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１４８号 平成２６年度紀の川市最上、神田、市場、元財産区特別 

               会計補正予算（第１号）について 

       議案第１４９号 平成２６年度紀の川市調月財産区特別会計補正予算（第 

               ２号）について 

       議案第１５０号 平成２６年度紀の川市丸栖財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１５１号 平成２６年度紀の川市平池財産区特別会計補正予算（第 

               １号）について 

       議案第１５２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎本日の会議に付した事件 

 議事日程（第１号）のとおり 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○出席議員（２２名） 

  １番 並 松 八 重   ２番 太 田 加寿也   ３番 舩 木 孝 明 

  ４番 中 尾 太久也   ５番 仲 谷 妙 子   ６番 大 谷 さつき 

  ７番 石 脇 順 治   ８番 中 村 真 紀   ９番 榎 本 喜 之 

 １０番 坂 本 康 隆  １１番 亀 岡 雅 文  １２番 村 垣 正 造 

 １３番 竹 村 広 明  １４番 杉 原   勲  １５番 西 川 泰 弘 

 １６番 堂 脇 光 弘  １７番 室 谷 伊 則  １８番 上 野   健 

 １９番 石 井   仁  ２０番 川 原 一 泰  ２１番 森 田 幾 久 

 ２２番 高 田 英 亮 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○欠席議員（０名） 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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○説明のために出席した者の職氏名 

  市  長     中 村 愼 司    副市長      田 村   武 

  市長公室長    林   信 良    企画部長     上 山 和 彦 

  総務部長     竹 中 俊 和    市民部長     中 邨   勝 

  地域振興部長   宇 田 美千子    保健福祉部長   服 部 恒 幸 

  農林商工部長   岩 坪 純 司    建設部長     福 岡 資 郎 

  国体対策局長   畑 野 孝 典    会計管理者    吉 田   靖 

  水道部長     田 村 佳 央    農業委員会事務局長  米 田 昌 生 

  教育長      松 下   裕    教育部長     山 本 弘 茂 

  総務部財政課長  杉 本   太    代表監査委員   箕 輪 光 芳 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

  事務局長     城 山 義 弘    議 事 調 査 課 長  中 野 朋 哉 

  議事調査課課長補佐  田 中 啓 吾    議事調査課係長  藤 田 郁 也 

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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（開会 午前 ９時２９分） 

○議長（高田英亮君） おはようございます。 

 残暑厳しい折、議員各位には平成２６年第３回紀の川市議会定例会に出席をいただき、

厚くお礼を申し上げます。 

 本定例会には、平成２５年度決算認定や平成２６年度各会計補正予算等多数上程されて

おり、また本日、一部採決もお願いしたいと思います。議員各位の御協力のもと、円滑な

議会運営に努めますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、本日の会議には、箕輪
み わ

光芳
みつよし

代表監査委員にも出席いただいております。 

 それでは、地方自治法第１１３条の規定による定足数に達しておりますので、これより

平成２６年第３回紀の川市議会定例会を開会いたします。 

 議事に入ります。 

 議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（高田英亮君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、７番 石脇順治君、８

番 中村真紀君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第２ 会期の決定 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（高田英亮君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 本定例会の会期につきましては、去る８月１９日議会運営委員会を開催していただき、

議会運営について御協議いただいております。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元に配付している予定表のとおり、本日から９月２５日までの

２８日間といたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から９月２５日までの２８日間とすることに決し

ました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第３ 諸般の報告 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（高田英亮君） 日程第３、諸般の報告を行います。 
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 報告１、去る７月２日から４日の三日間、総務文教常任委員会が、佐賀県武雄市へ「武

雄図書館及び反転授業・スマイル学習」について、佐賀県唐津市へ「公共施設の再編計画

について」、福岡県春日市へ「コミュニティスクールについて」の視察研修を行いました

ので、その概要を総務文教常任委員会委員長から報告していただきます。 

 ２０番 川原一泰君。 

○２０番（川原一泰君）（登壇） おはようございます。 

 それでは、報告をいたします。 

 総務文教常任委員会は、７月２日から４日の三日間、佐賀県武雄市、唐津市、福岡県の

春日市へ視察研修を行いましたので、その概要を報告いたします。 

 武雄市では、指定管理者制度を導入し、民間企業に管理運営を委託して運営する武雄市

図書館とタブレット端末を導入したスマイル授業や学習塾のノウハウを学校の授業に取り

入れた官民一体型学校について視察を行いました。 

 まず、武雄市図書館は、民間委託の強みを生かし、本来の本の貸し出しのほか、本の販

売やＣＤのレンタル等も行っており、また館内にカフエが併設され、コーヒーを飲みなが

ら読書が可能であるなど、他の施設図書館とは一線を画した図書館でありました。 

 次に、学校教育分野のスマイル授業や官民一体型学校については、全国に先駆けて先進

的な取り組みが行われており、これら武雄市の取り組みについては、「何事もとりあえず

やってみる、それで問題点が見つかればその部分を修正し、よりいいものに変えていく」

といった考えのもと市独自の事業を展開し、他市との差別化を図ることで人口の流入を呼

び込むなど、地域の発展に寄与しているとのことでございました。 

 次に、唐津市では、公共施設の再編についての視察を行いました。唐津市は、紀の川市

同様に、近隣９市町村の合併により誕生した自治体であり、現在、公共施設再編推進室を

設置し、合併市の共通課題である重複する公共施設等の今後活用方法を検討していました。

同推進室では、２０６０年までの将来人口推計や今後築４０年を迎える施設を延べ床面積

で整理するなど、さまざまなデータを調達し、自前による公共施設の再編に真摯に取り組

んでいました。 

 次に、春日市では、コミュニティスクールについて研修を行いました。コミュニティス

クールとは、学校と保護者や地域住民がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映さ

せ、一緒に学校づくりを進める仕組みであり、同市でこの制度を取り入れることにより、

学校の意思・考えが家庭や地域へ浸透し、そのことが学校への苦情、批判が減少するなど、

学校への理解の深まりにつながり、教育に対する当事者意識の高揚など、学校運営の充実

度が見えるようになってきているとのことでございました。 

 以上で報告を終わりますが、今回の研修資料は事務局に保管しておりますので、よろし

ければ参考にしていただきたいと思います。 

 終わります。 

○議長（高田英亮君） 報告２、監査委員より、地方自治法第２３５条の２第１項の規定
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に基づく例月出納検査の結果報告が、同条第３項の規定によりあり、また地方自治法第１

９９条第４項に基づく定期監査の報告が同条第９項の規定によりありましたので、お手元

に配付しておりますので、御確認お願いします。 

 次に、市長より、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条及び第２２条の規定

により、平成２５年度紀の川市健全化判断比率及び資金不足比率報告書の提出があり、お

手元に配付しておりますので、御確認お願いします。 

 また、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、専決処分を行ったとの報告が同条

第２項の規定によりありましたので、後ほど配付させていただきます。 

 なお、その他の報告につきましても、お手元に配付しているとおりですので、ごらんい

ただきたいと思います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第４ 諮問第  ３号 人権擁護委員候補者の推薦について から 

      議案第１５２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について  

              まで 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（高田英亮君） 続きまして、日程第４、諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦

についてから、議案第１５２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定についてま

での６９件を一括議題といたします。 

 提出者に提案理由の説明を求めます。 

 市長 中村愼司君。 

○市長（中村愼司君）（登壇） おはようございます。 

 平成２６年第３回紀の川市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には何かと

御多用にもかかわりせず御参集をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 今日までに経験したことのないような局地的な豪雨によって、広島や四国、京都などで

とうとい人命や大切な財産を多く失っております。自然の猛威を前に、人間の無力さを強

く感じるところであります。 

 さて、紀の川市では、ことしもまた台風１１号の影響など市内の一部に避難勧告を発令

いたしました。消防団員はじめ、多くの方々の御協力によりまして、幸いにして大事に至

らなかったところであり、ありがたく思うと同時に、皆様方に心から感謝を申し上げる次

第であります。 

 季節は、暦どおり秋に向かい、多くの台風の接近が心配される秋雨時期を迎えておりま

す。今後もなお一層、市民の皆様と協力して防災減災に努めてまいりたいと考えておりま

すので、議員各位並びに市民の皆様の御指導、御鞭撻をいただきますようにお願い申し上

げる次第でございます。 

 それでは、今定例会に提案いたしました諸議案について、概要説明をさせていただきま
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す。 

 議案は、諮問、３議案、財産区に係る人事議案、１４議案、平成２５年度決算の認定議

案、２４議案、条例の制定一部改正に係る議案 ７議案、平成２６年度各会計補正予算に

係る議案、２０議案、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定に係る議案、１議案、

計６９議案であります。 

 その概要を申し上げます。 

 諮問第３号から諮問第５号までの人権擁護委員候補者の推薦については、紀の川市人権

養護委員のうち３名が、平成２６年１２月３１日に任期満了となるため、木村隆夫君、道

本雅宏君、西田好宏君を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議

会の意見を求めるものであります。 

 議案第８７号から議案第９３号までの池田財産区管理委員の選任については、池田財産

区管理委員が、平成２６年２６年１０月３日任期満了となるため、７名の委員を選任いた

したく、池田財産区管理会条例第３条の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 議案第９４号から議案第１００号までの田中財産区管理委員の選任については、田中財

産区管理委員が、平成２６年１０月３日任期満了となるため、７名の委員を選任いたした

く、田中財産区管理会条例第３条の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 議案第１０１号 平成２５年度紀の川市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第

１２２号 平成２５年度紀の川市平池財産区特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの

２２議案は、平成２５年度各会計決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、議会の認定に付するものであります。 

 議案第１２３号 平成２５年度紀の川市水道事業会計における水道事業剰余金の処分及

び決算の認定についてから、議案第１２４号 平成２５年度紀の川市工業用水道事業会計

における工業用水道事業剰余金の処分及び決算の認定についてまでの２議案は、平成２５

年度各会計における事業剰余金の処分について、地方公営企業法第３２条第２項の規定に

より、議会の議決を求めるものであります。 

 並びに、各会計の決算について、同法第３０条第４項の規定により、議会の認定に付す

るものであります。 

 議案第１２５号 紀の川市保育の必要性の認定に関する条例の制定についてから、議案

第１２９号 紀の川市放課後児童健全育成事業負担金徴収条例の制定についてまでの５議

案は、平成２４年８月に成立しました「子ども・子育て支援法」等の子ども・子育て関連

３法に基づく新制度に係る必要な事項等を定めるため、条例を制定するものでございます。 

 議案第１３０号 紀の川市廃棄物処理及び清掃に関する条例の一部改正については、平

成２７年４月１日から収集手数料の引き上げ等に伴い、所要の改正を行うため条例の一部

を改正するものであります。 

 議案第１３１号 紀の川市斎場条例の一部改正について、平成２６年１１月１日から五

色台聖苑において広域的な火葬の供用が開始されること等に伴い、所要の改正を行うため
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条例の一部を改正するものであります。 

 議案第１３２号 平成２６年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）についてから、議

案第１５１号 平成２６年度紀の川市平池財産区特別会計補正予算（第１号）についてま

での２０議案は、決算繰越額並びに台風１１号による市道等の災害復旧等、事業執行にお

ける過不足の額の調整による補正であります。 

 議案第１５２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定については、紀の川市に

おける総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、平成２８年度を目標年度とする辺地に

係る公共的施設の総合整備計画を策定するにあたって県知事と協議し、総務大臣に提出す

るため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３

条第１項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 以上、議案の概要説明を申し上げましたが、引き続き、担当部長から詳細説明をいたし

ますので、御審議の上、御承認、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（高田英亮君） 続いて、補足説明を求めます。 

 市民部長 中邨 勝君。 

○市民部長（中邨 勝君）（登壇） それでは、私のほうから、諮問第３号から諮問第５

号までの人権擁護委員候補者の推薦について、御説明申し上げます。 

 議案書１ページから３ページでございます。 

 今回、人権擁護委員３名が、来る平成２６年１２月３１日をもって任期満了となります

ので、道本雅宏氏については再任を、また木村隆夫氏、西田好宏氏については、新たに人

権擁護委員の候補者として推薦をいたしたく、諮問をするものでございます。 

 人権擁護委員法の規定により、市町村長は、その市町村議会の意見を聞いて人権擁護委

員の候補者を推薦しなければならないと定めてられており、これにより議会の意見を求め

るものでございます。 

 議案書１ページにつきましては、諮問第３号につきましては、住所、紀の川市名手市場

６７０番地、氏名、木村隆夫、生年月日、昭和２２年５月１１日生まれでございます。 

 めくっていただきまして、２ページをお願いします。 

 議案書２ページ、諮問第４号につきましては、住所、紀の川市貴志川町丸栖６４８番地、

氏名、道本雅宏、生年月日、昭和２１年１２月１日生まれでございます。 

 議案書３ページ、諮問第５号につきましては、住所、紀の川市貴志川町井ノ口９４８番

地１、氏名、西田好宏、生年月日、昭和２８年５月２３日生まれでございます。 

 なお、任期につきましては、法務大臣が委嘱した日から３年となってございます。 

 以上、諮問３件につきまして、よろしくお願いいたします。 

 ３名の略歴等につきましては、議案書８０ページから８２ページに資料として添付して

ございますので、ごらんおきいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（高田英亮君） 農林商工部長 岩坪純司君。 

○農林商工部長（岩坪純司君）（登壇） おはようございます。 
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 それでは、私のほうから、議案第８７号から議案第１００号までの池田・田中両財産区

の管理委員の選任１４議案について、一括して御説明申し上げます。 

 議案書４ページをお願いいたします。 

 議案第８７号から議案第９３号までの池田財産区管理委員の選任についての７議案につ

きましては、いずれも任期満了に伴うもので、池田財産区管理会条例第３条の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。 

 ７名の方々の住所、氏名、生年月日を申し上げます。 

 まず、議案第８７号につきましては、住所、紀の川市池田新２０３番地、氏名、上野友

義氏、昭和２６年１月２９日生まれ。 

 続きまして、５ページをお願いいたします。 

 議案第８８号につきましては、住所、紀の川市中畑、氏名、大村健次、昭和７年３月２

４日生まれ。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 議案第８９号につきましては、住所、紀の川市池田新３５７番地、氏名、岩坪初雄、昭

和１９年１月２０日生まれ。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。 

 議案第９０号につきましては、住所、紀の川市枇杷谷２７２番地、氏名、松本吉弘、昭

和３０年１２月１７日生まれ。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 議案第９１号につきましては、住所、紀の川市東三谷２８番地２、氏名、根耒 博、昭

和２０年９月２７日生まれ。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。 

 議案第９２号につきましては、住所、紀の川市西山田２２０番、氏名、山田敏治、昭和

２２年１月３０日生まれ。 

 最後に、１０ページをお願いいたします。 

 議案第９３号につきましては、住所、紀の川市南勢田５９７番地、氏名、冨松一夫、昭

和２３年７月１９日生まれ。 

 以上、７議案について議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期につきましては、平成２６年１０月４日から平成３０年１０月３日までの４

年間となってございます。また、７名の方々の主な職歴等につきましては、議案書の８３

ページ及び８４ページに記載してございますので、ごらんおきいただきたいと思います。 

 続きまして、議案書１１ページをお願いいたします。 

 議案第９４号から、議案第１００号までの田中財産区管理委員の選任についての７議案

につきましても任期満了に伴うもので、田中財産区管理会条例第３条の規定により、議会

の同意を求めるものでございます。 

 ７名の方々の住所、氏名、生年月日を申し上げます。 
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 まず、議案第９４号につきましては、住所、紀の川市高野４１５番地、氏名、榎本喜之、

昭和４３年１月１９日生まれ。 

 続きまして、１２ページをお願いいたします。 

 議案第９５号につきましては、住所、紀の川市畑野上１７３番地、氏名、菊澤 寛、昭

和１８年１２月１日まれ。 

 続きまして、１３ページをお願いいたします。 

 議案第９６号につきましては、住所、紀の川久留壁２８番地、氏名、楠井幸治、昭和１

４年５月２２日生まれ。 

 続きまして、１４ページをお願いいたします。 

 議案第９７号につきましては、住所、紀の川市田中馬場１４０番地、氏名、岩鶴 昭、

昭和１０年４月６日生まれ。 

 続きまして、１５ページをお願いいたします。 

 議案第９８号につきましては、住所、紀の川市竹房７７９番地、氏名、中前乃泰、昭和

２７年６月２４日まれ。 

 続きまして、１６ページをお願いいたします。 

 議案第９９号につきましては、住所、紀の川市高野４６４番地、氏名、瀧本和夫、昭和

２２年６月２１日まれ。 

 最後に、１７ページをお願いいたします。 

 議案第１００号につきましては、住所、紀の川市西井阪１３１番地７、氏名、中尾太久

也、昭和３０年１月２日生まれ。 

 以上、７議案について、議会の同意も求めるものでございます。 

 なお、任期につきましては、平成２６年１０月４日から平成３０年１０月３日までの４

年間となってございます。また、７名の方々の主な職歴等につきましては、議案書の８５

ページ及び８６ページに記載してございますので、ごらんおきいただきたいと思います。 

 以上、合わせて１４議案について、御同意賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（高田英亮君） 会計管理者 吉田 靖君。 

○会計管理者（吉田 靖君）（登壇） 改めまして、おはようございます。 

 議案書１８ページ、議案第１０１号 平成２５年度紀の川市一般会計歳入歳出決算の認

定についてから、議案書の３９ページ、議案第１２２号 平成２５年度紀の川市平池財産

区特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの２２議案につきまして、一括して提案説明

を申し上げます。 

 平成２５年度紀の川市各会計の歳入歳出決算につきましては、去る８月４日から８月７

日までの間に行われました監査委員による決算審査を受けまして、地方自治法第２３３条

第３項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会の御認定をお願いするものでござい

ます。 

 それでは、逐次会計ごとに御説明申し上げますが、会計の数が多いので、平成２５年度
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紀の川市一般会計歳入歳出決算書及び平成２５年度紀の川市特別会計、公営企業会計歳入

歳出決算書に合わせて添付させていただいております。 

 平成２５年度決算主要施策の成果、その他の報告書により御説明申し上げます。 

 まず、１ページ、２ページの平成２５年度会計別決算収支の状況をごらん願います。 

 一般会計では、歳入総額３２３億２，８９２万７，２１２円、歳出総額３１３億３，９

９４万４，０６４円、歳入歳出差し引き額は９億８，８９８万３，１４８円でございます。 

 また、平成２５年度から平成２６年度へ繰り越しした事業に充当する財源３億６，２２

５万７，７２０円を差し引いた実質収支は、６億２，６７２万５，４２８円となっており

ます。 

 なお、住宅新築資金等貸付事業特別会計から平池財産区特別会計までの２１ある特別会

計につきましても、実質収支が黒字でございます。金額については、省略させていただき

ますので、後ほど御高覧賜りたく、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、３ページ、４ページの平成２５年度一般会計歳入歳出決算の状況をごらん

願います。 

 一般会計の歳入でございますが、予算現額と歳入決算額を対比する収入率は９０．４％

となっております。これは、繰り越し事業に充当する国庫支出金、市債等が翌年度に繰り

越しとなったことが影響しているということでございます。 

 一方、歳出では、予算現額と歳出決算額を対比する執行率につきましては、厳しい財政

状況を踏まえた中で、各費目とも適切な予算執行に努めたことや１４の事業を平成２６年

度に繰り越したため、８７．６％となっております。 

 続きまして、５ページの地方債の状況をごらん願います。 

 一般会計では、平成２５年度の発行額が４３億３，４８０万円に対し、償還額が４６億

３，７５３万７，０００円となっておりまして、実質３億２７３万７，０００円減少し、

平成２５年度末現在高は３４８億３５万４，０００円でございます。なお、平成２５年度

借り入れ分は、後年度に普通交付税へ算入される起債であり、今後におきましても可能な

限り普通建設事業に充当できる合併特例債を有効に活用することで、実質償還額の軽減が

図るものと考えているところでございます。 

 また、６ページには、特別会計の状況を記載しておりまして、平成２５年度の発行額は、

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計が３００万円、公共下水道事業特別会計が４億８

５０万円、簡易水道事業特別会計が３億３，９４０万円でございます。 

 続きまして、９ページから１６ページにわたりましては、普通会計の状況を記載してご

ざいますので、お願いいたします。 

 通常、地方公共団体の財政状況をあらわす場合、この普通会計がベースとなっており、

紀の川市における普通会計は、一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計、土地取得事

業特別会計の３会計で構成されております。 

 平成２５年度収支につきまして、特徴となる点を御説明申し上げます。 
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 新庁舎の竣工に伴い、普通建設事業費が前年度と比較して２４億６，７６１万２，００

０円、３３．４％の大幅な減額となったことによりまして、歳入総額３２３億４，８２３

万円、歳出総額３１３億４，６７７万９，０００円、ともに決算額は前年度を下回ってお

ります。 

 収支の状況につきましては、実質収支で６億３，９１９万３，０００円の黒字、単年度

収支も８，４９５万８，０００円の黒字でございます。実質単年度収支は、地方債の繰り

上げ償還３億３８２万９，０００円が達成できたものの、財政調整基金から４億４，５７

５万２，０００円を取り崩したことによりまして、５，３５７万８，０００円の赤字とな

っておりますが、新たに減債基金へ４億７，６７４万６，０００円の積み立てができたこ

とからも、健全で良好な決算状況であったと考えているところでございます。 

 続きまして、１１ページ、１２ページの歳入の状況をごらん願います。 

 地方税では、固定資産税における宅地価格の下落、大規模事業所による設備投資の減少

等が影響いたしまして、前年度と比較して全体で６，９７０万７，０００円、率にいたし

まして１．０％の減額となっております。 

 地方交付税では、普通交付税における公債費算入分の増加等の要因により、前年度と比

較して１億６，１１８万８，０００円、１．５％の増額となっております。 

 繰入金では、前年度に比べて１２億１，４７５万３，０００円、５９．８％と大きく減

額されておりますが、これは新庁舎の竣工に伴い、その分の基金繰入金について前年度よ

り減額されていることが大きな要因でございます。 

 地方債につきましても、粉河中学校改築事業等に係る借り入れはあったものの、新庁舎

の竣工等、終了事業の影響により、前年度と比較して６億２，７３０万円、１２．６％の

減額となっております。 

 続きまして、１５ページ、１６ページの性質別歳出の状況をごらん願います。 

 人件費では、職員数の減少により、前年度と比較して２億７１２万４，０００円、４．

４％の減額となっております。 

 扶助費では、公立保育園１カ所の民営化による市立保育所運営委託料の増加と障害者福

祉サービス給付費の増加等により、前年度と比較して２億４，５９４万１，０００円、５．

６％の増額となっております。 

 また、補助費等では、紀の海広域施設組合及び五色台広域施設組合、それぞれの施設の

建設費用に係る負担金の増加等によりまして、前年度と比較して７億８，５３３万９，０

００円、２５．３％の増額となっております。 

 公債費では、償還元金の増加により、前年度と比較して４億６，７９８万７，０００円、

１０．１％の増額となっております。 

 投資的経費でございますが、そのうち普通建設事業費で粉河中学校校舎等改築事業費が

増加したものの、新庁舎の竣工等により大幅な減額となり、全体では２５億３，４０８万

３，０００円、３３．７％の減額となっております。 
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 続きまして、１７ページの基金の状況をごらん願います。 

 条例に基づき設置している全会計の基金の状況につきまして、平成２４年度現在高から

平成２５年度現在高までの推移について記載してございます。普通会計では、財政調整基

金、地域振興基金並びに庁舎建設基金等７億４，５９６万６，０００円を取り崩しました

が、最終的には減債基金等に６億４，３４７万７，０００円余りを積み立てることができ

ましたので、前年度と比較して１億２４８万８，０００円程度の減額で落ちついたところ

でございます。 

 また、特別会計を含めた全会計では、４億３９０万８，０２７円の減額となっておりま

す。 

 以上、一般会計、普通会計を中心にした決算状況を御説明申し上げましたが、各会計の

款項目ごとの決算内容につきましては、担当課室に分け、歳入におきましては、収納実績

に関する科目の予算現額、収入済み額、事業等実施内容を、歳出におきましては、予算現

額、支出済み額、事業等実施内容を２０ページ以降に記載してございますので、後ほど御

高覧賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、健全化判断比率及び資金不足比率報告書、こちらのほうをお願いいたしま

す。 

 これについては、平成２５年度健全化判断比率及び資金不足比率の状況を記載してござ

います。これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率及

び資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないと

されております。 

 健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、別添の今見ていただいております平

成２５年度健全化判断比率報告書及び資金不足比率報告書において御説明申し上げます。 

 まず、健全化判断比率につきましては、いずれの比率におきしましても、ごらんのとお

り早期健全化基準を下回っておるところでございます。次の資金不足比率報告書でござい

ますけども、これにつきましてはいずれの会計におきましても、ごらんのとおり資金不足

額が生じておりません。 

 最後に、本市各会計の財政は厳しい状況に置かれてございます。監査委員から提出され

た審査結果を真摯に受けとめ、今後さらなる健全な財政運営に努めてまいることを申し上

げてまして、提案説明を終わらせていただきます。御審議の上、御認定賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（高田英亮君） 水道部長 田村佳央君。 

○水道部長（田村佳央君）（登壇） おはようございます。 

 それでは、議案第１２３号及び議案第１２４号の２議案について、説明をさせていただ

きます。 

 まず、議案第１２３号 平成２５年度紀の川市水道事業会計における水道事業剰余金の

処分及び決算の認定についてを説明させていただきます。 
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 議案書の４０ページでございます。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定により、平成２５年度紀の川市水道事業剰余金の

処分について、議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定により、平成２

５年度紀の川市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付すもので

ございます。 

 特別会計、公営企業会計決算書の２０４ページからをごらんください。 

 ２０４ページから２０７ページまでは、税込みによる決算の状況で、２０４ページ、２

０５ページは収益的収入及び支出を、２０６ページ、２０７ページでは資本的収入及び支

出を示しており、予算計上に伴う決算の状況を示してございます。 

 ２０６ページ、２０７ページをごらんください。 

 上段、資本的収入では、税込み総収入は７億４４８万７，７２３円、下段、資本的支出

では、総支出は１１億６，８１７万６，５３９円で、資本的収支不足額４億６，３６８万

８，８１６円の補填方法は、表下に表示しておるとおり、減債積立金２億７，７６３万９，

１６４円、建設改良積立金１億４，３６５万７，８４２円及び消費税及び地方消費税、資

本的収支調整額４，２３９万１，８１０円で補填いたしました。 

 おめくりをいただきまして、２０８ページ、平成２５年度紀の川市水道事業損益計算書

をごらんください。 

 収益的収入及び支出の税抜き経理の状況でございます。下から３行目、当年度純利益は

５，２９１万５，１７２円、前年度に比べ３，２４９万８，２１９円の減となりました。

減額となった主な理由は、原水及び浄水費において修繕費が増額となったこと等によるも

のでございます。前年度繰越利益剰余金と合わせまして、当年度未処分利益剰余金は１億

４，８７５万３，４８６円となりました。 

 未処分利益剰余金の処分につきましては、次の２０９ページ、２１０ページをごらんく

ださい。 

 下段（４）平成２５年度紀の川市水道事業剰余金処分計算書案をごらんください。 

 剰余金の処分につきましては、議決事項となってございます。先ほどの当年度未処分利

益剰余金のうち、５，０００万円は減債積立金に積み立て処分し、残りは将来欠損金が生

じた際の補填財源として未処分のまま翌年度へ繰り越すものとしてございます。 

 ２１１ページからは、貸借対照表で、２１１ページの一番下、資産合計と２１２ページ

の一番下、負債及び資本の合計は合致してございます。 

 ２１３ページからは、決算附属資料となっております。後ほどごらんおきいただきます

ようお願いいたします。 

 次に、議案第１２４号 平成２５年度紀の川市工業用水道事業会計における工業用水道

事業剰余金の処分及び決算の認定について、御説明申し上げます。 

 議案書の４１ページでございます。 

 本会計についても、地方公営企業法第３２条第２項により、平成２５年度紀の川市工業
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用水道事業剰余金の処分について議会の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規

定により、平成２５年度紀の川市工業用水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて

議会の認定に付するものでございます。 

 特別会計、公営企業会計決算書の２３８ページからをお開きください。 

 ２３８ページから２４１ページまでは、税込みによる決算の状況で、２３８ページ、２

３９ページは、収益的収入及び支出を、２４０ページ、２４１ページでは、資本的収入及

び支出を示しており、予算計上に伴う決算の状況を示しております。 

 ２４０ページ、２４１ページをごらんください。 

 上段、資本的収入の決算額はゼロ、下段、資本的支出の総額は１，０９０万４，０２２

円、資金的収支不足額１，０９０万４，０２２円の補填方法は、表下に表示しているとお

り、全額減債積立金で補填をいたしました。 

 おめくりいただきまして、２４２ページ、平成２５年度紀の川市工業用水道事業損益計

算書をごらんください。 

 収益的収入及び支出の税抜き経理の状況でございます。下から３行目、当年度純利益は

６３６万８，０５７円、前年度繰越利益剰余金と合わせまして、当年度未処分利益剰余金

は２，００６万１，２２３円となりました。 

 未処分利益剰余金の処分につきましては、次の２４３ページ、２４４ページの下段

（４）平成２５年度紀の川市工業用水道事業剰余金処分計算書案をごらんください。 

 剰余金の処分につきましては、議決事項となってございます。先ほどの当年度未処分利

益剰余金のうち、１，０００万円を減債積立金に積み立て処分し、残りは将来欠損金が生

じた際の補填財源として、未処分のまま翌年度へ繰り越すものとしてございます。 

 ２４５ページからは、貸借対照表で、２４５ページ一番下、資産合計と２４６ページの

一番下、負債及び資本の合計は合致してございます。 

 ２４７ページからは、決算附属資料となっております。後ほどごらんおきいただきます

ようお願いいたします。 

 議案第１２４号については、以上です。 

 以上、２議案について、御審議の上、御可決、御認定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（高田英亮君） 保健福祉部長 服部恒幸君。 

○保健福祉部長（服部恒幸君）（登壇） それでは、保健福祉部所管の議案第１２５号か

ら議案第１２９号までの５議案について、御説明申し上げます。 

 議案書４３ページをお願いします。 

 議案第１２５号 紀の川市保育の必要性の認定に関する条例の制定についてであります

が、従来、保育所は保育にかける児童預かり施設としての位置づけでありましたが、子ど

も・子育て支援法の施行により、保育が必要な児童を預かる施設に改められることにより、

第１条で、その趣旨を、第２条で、保育の必要性に係る認定基準を整備してございます。 
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 なお、附則で、施行期日を子ども・子育て法の施行の日とし、現行の紀の川市保育の実

施に関する条例を廃止する旨、規定してございます。 

 続いて、議案書４５ページからの議案第１２６号から議案第１２８号でありますが、ま

ず議案第１２６号 紀の川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定については、創設されました地域型保育給付を行う施設者の認可の基準を議案第１

２７号 紀の川市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の制定については、創設された施設型給付及び地域型保育給付の確認の基準を。 

 続いて、議案第１２８号 紀の川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定につきましては、地域子ども・子育て支援事業の一つであります放

課後児童クラブで行う施設者の認可の基準を整備するもので、３議案とも第１条で、その

趣旨を、第２条で、関係省令・府令に定める基準とすることを規定し、整備してございま

す。なお、省令・府令につきましては、別冊の子ども・子育て支援新制度の関係政省令を

ごらんおきいただきたいと思います。 

 また、附則については、関係省令・府令の施行期日に合わせて規定してございます。 

 続きまして、議案書５２ページをお願いします。 

 議案第１２９号 紀の川市放課後児童健全育成事業負担金徴収条例の制定についてであ

りますが、先ほど説明させていただきました議案第１２８号で、放課児童クラブの認可の

基準を新たに制定いたしましたので、現行の放課後健全育成事業の実施に関する条例を廃

止しまして、新たに利用者負担金の部分に関する制定をするものであります。第１条で、

その趣旨を、第２条で、負担金の額を、第３条で、負担金の減免の規定を整備してござい

ます。 

 なお、附則で、施行期日を平成２７年４月１日としてございます。 

 以上で、議案第１２５号から議案第１２９号の説明といたします。御審議、よろしくお

願いいたします。 

○議長（高田英亮君） 市民部長 中邨 勝君。 

○市民部長（中邨 勝君）（登壇） それでは、議案第１３０号、議案第１３１号の２議

案について、御説明いたします。 

 まず、議案第１３０号 紀の川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につい

て、御説明いたします。 

 議案書５３ページをお願いします。 

 紀の川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 提案理由といたしまして、平成２７年４月１日から収集手数料の引き上げ等に伴い、所

要の改正をお願いするものでございます。 

 ５４ページ、５５ページをお願いいたします。 

 紀の川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例でございます。３行

目、第３１条第２項につきましては、字句の改正を、別表第２のし尿及び浄化槽汚泥の収
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集手数料１８０リットル当たり、現行「１，５４０円」を「１，８００円」に改め、浄化

槽の清掃基本料及び浄化槽の水張りを明文化するものでございます。 

 附則として、第１条は、施行期日を、第２条は、改正後のそれぞれの手数料に係る経過

措置の規定でございます。 

 続きまして、議案第１３１号 紀の川市斎場条例の一部改正について、御説明いたしま

す。 

 ５６ページをお願いいたします。 

 紀の川市斎場条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 提案理由といたしまして、平成２６年１１月１日から五色台聖苑において、広域的な火

葬の供用が開始されること等に伴い、所要の改正をするものでございます。 

 紀の川市斎場条例の一部を改正する条例でございます。平成２６年１１月１日から五色

台聖苑において、広域的な火葬の供用が開始されることから、第３条で、粉河火葬場、桃

山火葬場を削り、他の条文は、字句の改正をするものでございます。 

 附則として、この条例は、平成２６年１１月１日から施行するものでございます。 

 議案第１３０号、議案第１３１号の２議案の新旧対照表を８７ページから９０ページに

資料として添付してございますので、ごらんおきいただきたいと思います。 

 以上でございます。御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（高田英亮君） 総務部長 竹中俊和君。 

○総務部長（竹中俊和君）（登壇） それでは、続きまして、５８ページをお願いいたし

ます。 

 議案第１３２号 平成２６年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）について、地方自

治法第２１８条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 表題に、「補正予算書」と書いております別冊の１ページをお開き願います。 

 平成２６年度紀の川市一般会計補正予算（第２号）についてです。補正額が４億５２５

万円、歳入歳出予算の総額は３２５億６，７０１万６，０００円となります。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

 第１表、歳入では、市税繰入金を減額し、地方交付税、国庫支出金、繰越金等を増額し

ております。 

 続きまして、３ページからの歳出には、台風１１号の災害復旧事業のほか、急を要する

事業について補正措置をしております。 

 続いて、５ページをお願いいたします。 

 第２表、地方債補正として、新たに公共土木施設災害復旧事業を追加し、普通交付税の

算定に伴い、臨時財政対策債の限度額を変更しております。 

 それでは、別冊の一般会計補正予算（第２号）に関する説明書をごらんいただきたいと

思います。 

 そちらの３ページをお願いいたします。 
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 まず、歳入から御説明申し上げます。 

 １款、市税、２項、固定資産税、１目、固定資産税２，５１０万円の減額をしておりま

す。減額の理由は、半島振興法による新規の関税免除がふえたこと。家屋の新増築か見込

みより減ったこと。新設企業の償却資産が見込みより減額したことでございます。 

 ９款、地方特例交付金と１０款、地方交付税は、普通交付税算定よる確定で増額として

おります。 

 続きまして、１４款の国庫支出金、１項、国庫負担金、３目、災害復旧費国庫負担金１，

９４０万９，０００円、台風１１号による災害に係る負担金でございます。 

 次に、２項、国庫補助金、２目、民生費国庫補助金８８６万４，０００円と３目、衛生

費国庫補助金１２８万３，０００円は、マイナンバー制度導入に係るシステム改修に係る

補助金でございます。 

 ６目、教育費国庫補助金５４万４，０００円、制度改正に伴う幼稚園就園奨励費補助金

の増額でございます。 

 次の１５款、県支出金、２項、県補助金、２目、民生費県補助金５１万１，０００円の

うち、１節、社会福祉費補助金９万６，０００円は、介護保険法に基づくサービス利用に

つきまして、低所得の高齢者等に対し利用者負担の軽減を図るための県費補助金でござい

ます。２節、児童福祉補助金４１万５，０００円の増額は、市立保育所の延長保育につい

て、国の要綱改正に伴う補正、それから保育士の研修経費への補助金の増額でございます。 

 ４目、農林業費県費補助金５１７万３，０００円、このうち農山漁村交流活性化支援事

業補助金のうち６０万円については、事業規模の確定による増額でございまして、補助率

が１００％、それから経営体育成支援事業補助金２７３万７，０００円は、冬の降雪によ

り被災者がふえたことによる増額、次の農地情報公開システム等整備事業補助金は、農地

台帳のシステム改修に係る１００％の補助金で、１８３万６，０００円の増額でございま

す。 

 １８款、繰入金、１項、特別会計繰入金１，０５５万６，０００円、住宅新築資金等貸

付事業特別会計からの繰入金で、前年度貸付金が未収入の確定による増額でございます。 

 次の２項、基金繰入金は、財源調整のため、財政調整基金からの繰り入れを３億８，６

００万８，０００円の減額としております。 

 次のページ、お願いいたします。 

 １９款、繰越金は、平成２５年度決算の確定によりまして、５億７，６７２万５，００

０円の増額となっております。 

 ２０款、諸収入、５項、雑入、１目、雑入は２，２５４万６，０００円の増額です。内

訳は、那賀消防組合白水園、那賀衛生環境整備組合からの前年度精算金が２，２４７万６，

０００円、また保育所で発生した災害に対する寄附金、日本スポーツ振興センター災害共

済医療費給付金が７万円でございます。 

 ２目の過年度収入１３２万３，０００円は、前年度の児童手当に係る国・県負担金の精
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算交付金と前年度の生活保護費に係る県費負担金の精算金でございます。 

 歳入の最後ですが、２１款、市債、１項、市債、８目、臨時財政対策債は、普通交付税

の決定により１億１，１７０万円の増額。 

 ９目の災害復旧債９６０万円は、先般の台風１１号による災害復旧事業に係る地方債で

ございます。 

 続きまして、６ページをお開きください。 

 歳出については、主な事業について御説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、２款、総務費、１項、総務管理費、１７目、基金費３億１，４００万円は、地方

財政法第７条の規定で、減債基金への積み立てを予定しております。 

 ２項の徴税費４４７万７，０００円、確定申告等による還付金の増額に加えまして、市

税等の還付加算金の計算の起算日の解釈が判例による変更がございまして、未払い金が発

生したことによる増額でございます。 

 続きまして、７ページ、お願いいたします。 

 ３款、民生費、１項、社会福祉費、１４目、地域包括支援センター費１７１万７，００

０円の増額は、新規に臨時職員として雇用する介護支援専門員の賃金等でございます。 

 続きまして、１０ページ、お願いいたします。 

 ４款、衛生費、１項、保健衛生費、２目、養護費２，５２８万円の増額につきましては、

予防接種法施行令が改正されまして、水痘、成人用肺炎球菌の２ワクチンが定期接種化さ

れたことに伴う予算措置でございます。 

 次の７目、水道事業費、１９節、地元管理飲料水供給施設事業補助金１１０万円、これ

はポンプ改修工事に対して２分の１の補助を行う事業でございます。 

 次のページ、お願いします。 

 ２項、清掃費、２目、塵芥処理費２，４００万円、那賀アメニティセンター焼却施設の

改修費でございます。 

 続きまして、６款、農林業費、１項、農業費、１目の農業委員会費１８３万６，０００

円の増額は、農地台帳システムの電算化・地図化に対応するための改修経費でございます。 

 次の３目、農業振興費２４１万５，０００円のうち、農産物販売促進事業１８１万５，

０００円、これは農林水産省の「消費者の部屋」での特産物のＰＲ活動と販売促進に係る

経費でございます。 

 次の農山漁村交流活性化支援事業６０万円については、交流受け入れ協議会が実施する

小学生の農業体験プログラムに対しまして、支援を行うものでございます。 

 次の５目、農業経営基盤強化促進対策事業費２７３万７，０００円、ことし２月の大雪

による農業被害により被災した農業者に対し、生産に必要な施設の復旧等を緊急的に支援

するものでございます。 

 次のページ、お願いします。 

 ２項、林業費、２目、林業振興費、補正額２１万円、鳥獣対策として結成されました鳥
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獣被害対策実施隊員への報酬でございます。 

 続いて、７款、商工費、１項、商工費、４目、観光施設費４７０万９，０００円、京奈

和自動車道の開通に伴い、市内観光施設を案内するための看板設置経費でございます。 

 次の１３ページ、お願いいたします。 

 １０款、教育費、２項、小学校費、１目の学校管理費のうち、小学校運営事業６４４万

８，０００円の増額と次の３項、中学校費、１目、学校管理費、中学校運営事業、同額の

６４４万８，０００円の減額につきましては、当初予算において寄附金事業として計上し

ておりました電子黒板整備事業を取りやめまして、全小・中学校の教員用向けにタブレッ

ト端末を配付する事業に変更するものでございます。次の打田中学校部室等移転改築事業

５０９万６，０００円については、市道の拡幅に伴い、打田中学校の部室等の移転改築に

係る設計委託料を予算措置しております。 

 次の４項、幼稚園費、１目、教育振興費２１７万７，０００円、制度改正に伴いまして、

申請者が見込み以上にふえたため、増額をしております。 

 次のページをお願いいたします。 

 ５項、社会教育費、１目、社会教育総務費２３４万６，０００円につきましては、１０

月１日から採用予定の文化財専門員の人件費でございます。 

 それから、８目、生涯学習施設費２７０万円の増額につきましては、貴志川生涯学習セ

ンターの交流事業などを事業の運営に支障をきたさないよう最小限の改修費を計上してお

ります。 

 １１款の災害復旧費、２項、公共土木施設災害復旧費、１目、公共土木施設災害復旧費

２，９３１万円は、去る８月９日から１０日の台風１１号により被災した市道、河川の災

害復旧に係る経費でございます。 

 以上が、今回の主な補正の内容でございます。御審議、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（高田英亮君） 建設部長 福岡資郎君。 

○建設部長（福岡資郎君）（登壇） それでは、私のほうから、議案第１３３号 平成２

６年度紀の川市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について、御説明申

し上げます。 

 議案書、５９ページでございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２６年度紀の川市住宅新築資金等貸付

事業特別会計補正予算（第１号）について、議会の議決を求めるものでございます。 

 別冊の補正予算書、６ページをごらん願います。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，２４６万６，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，７４６万６，０００円とするものでご

ざいます。 

 第２項として、補正の款項の区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」によるところでございます。 
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 補正内容につきましては、別冊説明書の事項別明細書をごらん願います。 

 ３ページの歳入でございますが、前年度繰越金の確定による増額でございます。 

 ４ページの歳出につきましては、人事異動による人件費の調整と一般会計繰出金の増額

でございます。 

 以上、御審議よろしくお願い申し上げます。 

○議長（高田英亮君） 市民部長 中邨 勝君。 

○市民部長（中邨 勝君）（登壇） それでは、議案第１３４号、議案第１３５号の２議

案について、御説明を申し上げます。 

 まず、議案第１３４号 平成２６年度紀の川市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第１号）について、別冊の補正予算書をごらんいただきたいと思います。 

 予算書の９ページをお願いします。 

 今回、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４，６７１万８，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８３億１，２７１万８，０００円とするものでご

ざいます。 

 ２、補正の款項の区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」によるところでございます。 

 別冊の補正予算説明書をお願いいたします。 

 ３ページの歳入をお願いします。 

 １款、国民健康保険税は、本算定による調定額の確定により、１目、一般被保険者保険

税で１，４１３万円の増額。 

 ２目、退職被保険者等保険税で１，１９７万６，０００円の減額。 

 ３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、２目、介護納付金負担金、４目、後期高齢支援

金負担金、６目、特定健康診査等負担金、２項、国庫補助金、１目、財政調整交付金、４

款、療養給付費等交付金、５款、前期高齢者交付金、６款、県支出金は、歳出の補正に伴

う所要の補正でございます。 

 ９款、繰入金では、国民健康保険事業運営基金からの繰り入れ２，７８８万５，０００

円を減じてございます。 

 ５ページをお願いいたします。 

 １０款、繰越金、１項、２目、その他繰越金１億６，９００万９，０００円は、前年度

の決算に伴います繰越金の補正でございます。 

 ６ページからの歳出について、御説明申し上げます。 

 ３款、後期高齢者支援金等、４款、前期高齢者納付金等、おめくりいただきまして、７

ページ、６款、介護納付金は、本年度の支援金、納付金が確定されたことに伴い、所要の

補正をお願いするものでございます。 

 １１款、諸支出金につきましては、平成２５年度療養給付費等に係る国・県支出金に超

過交付が発生したことにより、返還金などの補正をお願いするものでございます。 
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 続きまして、議案第１３５号 平成２６年度紀の川市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について、御説明申し上げます。 

 別冊の補正予算書、１２ページをお願いいたします。 

 今回、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２６０万１，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億４，１６０万１，０００円とするものでござい

ます。 

 ２、補正の款項の区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳

入歳出予算補正」によるところでございます。 

 １３ページをお願いします。 

 第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

 歳入では、繰越金２６０万１，０００円の増額。 

 １４ページ、歳出では、前年度繰越金に伴う納付金の確定による後期高齢者医療広域連

合納付金など、所要の補正をお願いするものでございます。 

 以上、議案第１３４号、議案第１３５号の２議案の説明を終わらせていただきます。御

審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（高田英亮君） 保健福祉部長 服部恒幸君。 

○保健福祉部長（服部恒幸君）（登壇） それでは、議案第１３６号 平成２６年度紀の

川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）について、御説明申し上げます。 

 別冊の補正予算書、１５ページをお願いします。 

 平成２６年度紀の川市の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）は、次に定める

ところによります。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，２０３万４，０００円を追加し、

歳入歳出それぞれ６１億９，８０３万４，０００円と定めるものでございます。 

 また、歳入歳出補正予算の款項の区分及び区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算

補正」によるところでございます。 

 補正の主な内容についてでありますが、別冊の紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正

予算（第１号）に関する説明書、６ページをお開き願いたいと思います。 

 １款、１項、１目、一般管理費、１３節、委託料５４万円は、介護保険法改正後の区分

限度基準額変更に伴うシステム開発委託料でございます。 

 続きまして、７ページの２款、３項、１目、１２節の役務費の審査支払手数料につきま

しては、手数料１件当たり単価が、「３５円」から「５５円」に改定されたことに伴う増

額補正をお願いするものでございます。 

 続いて、９ページの７款、１項、２目、２３節償還金につきましては、平成２５年度介

護給付費の確定により、国・県支出金返還金の予算措置を行ってございます。なお、財源

につきましては、繰越金と合わせ制度内の財源充当による予算措置を行ってございます。 

 以上、議案第１３６号の説明といたします。御審議、よろしくお願いいたします。 
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○議長（高田英亮君） 建設部長 福岡資郎君。 

○建設部長（福岡資郎君）（登壇） 議案第１３７号から議案第１３９号までの３議案に

ついて、御説明申し上げます。 

 まず、議案第１３７号 平成２６年度紀の川市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）でございます。 

 別冊の補正予算書、１８ページをごらん願います。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，９６８万３，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億４，２３１万７，０００円とする

ものでございます。 

 第２項として、補正の款項の区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」によるところでございます。 

 補正内容につきましては、別冊説明書の事項別明細書をごらん願います。 

 ３ページの歳入では、一般会計繰入金の減額と前年度繰越金の確定による増額を計上し

てございます。 

 次に、４ページから５ページの歳出でございますが、人事異動による人件費の調整と平

成２５年度に借り入れた起債額及び利率の変更に伴う公債費の減額でございます。 

 次に、議案第１３８号 平成２６年度紀の川市特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）でございます。 

 別冊の補正予算書、２１ページをごらん願います。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，３９９万９，０００円とするものでございます。 

 第２項として、補正の款項の区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」によるところでございます。 

 補正内容につきましては、別冊説明書の事項別明細書をごらん願います。 

 ３ページの歳入では、一般会計繰入金の減額と前年度繰越金の確定による増額を計上し

ております。 

 次の４ページの歳出では、予備費の減額をしてございます。 

 次に、議案第１３９号 平成２６年度紀の川市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）でございます。 

 別冊の補正予算書、２４ページをごらん願います。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，５９９万９，０００円とするものでございます。 

 第２項として、補正の款項の区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」によるところでございます。 

 補正内容につきましては、別冊説明書の事項別明細書をごらん願います。 

 ３ページの歳入では、一般会計繰入金の減額と前年度繰越金の確定による増額を計上し
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てございます。 

 次に、４ページの歳出では、予備費の減額を計上してございます。 

 以上、３議案について、御審議よろしくお願い申し上げます。 

○議長（高田英亮君） 水道部長 田村佳央君。 

○水道部長（田村佳央君）（登壇） それでは、議案書の６６ページ、議案第１４０号 

平成２６年度紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）についてを説明させてい

ただきます。 

 別冊の補正予算書の２７ページをごらんください。 

 第１条として、予算総額から歳入歳出それぞれ４８万円を追加し、歳入歳出それぞれ６

億３，３４８万円に補正をお願いするものでございます。 

 おめくりをいただきまして、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算

補正」のとおりでございます。 

 ２８ページ、歳入については、５款、繰入金、１項、一般会計繰入金並びに６款、繰越

金、１項、繰越金を、２９ページの歳出については、１款、衛生費のうち、１項、水道費

を補正計上してございます。 

 補正の詳細につきましては、別冊の紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算書（第１

号）に関する説明書の３ページから４ページをごらんください。 

 内容は、歳入においては、前年度繰越金の確定による一般会計繰入金との調整。 

 歳出では、人事異動に伴う人件費の補正でございます。 

 以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（高田英亮君） 農林商工部長 岩坪純司君。 

○農林商工部長（岩坪純司君）（登壇） それでは、議案書６７ページの議案第１４１号 

平成２６年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第１号）についてから、議案書７７

ページの議案第１５１号 平成２６年度紀の川市平池財産区特別会計補正予算（第１号）

についてまでの１１議案について、一括して御説明申し上げます。 

 本１１議案につきましては、別冊で添付してございます補正予算書にございますように、

池田財産区特別会計を除く１０財産区特別会計につきましては、前年度決算確定における

繰越金の補正に伴い、歳入で、財政調整基金繰入金を減額するとともに、歳出で、財政調

整基金積立金及び予備費で、それぞれ予算調整を図ったものでございます。 

 また、議案第１４１号 平成２６年度紀の川市池田財産区特別会計補正予算（第１号）

におきましては、前年度の決算調整を図ったほか、歳出で、主要作業道として利用してご

ざいます滝谷作業道修繕工事及び神通地内の作業道開設に伴う補助金を予算計上したもの

であります。 

 以上が、補正予算の内容でございます。 

 なお、補正額につきましては、それぞれの補正予算書の「第１表 歳入歳出予算補正」

に、またその詳細につきましては、それぞれの特別会計補正予算に関する説明書、事項別
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明細書に記載してございますので、お目通しをいただきますようよろしくお願いをいたし

ます。 

 以上、１１議案につきまして、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（高田英亮君） 水道部長 田村佳央君。 

○水道部長（田村佳央君）（登壇） それでは、議案第１５２号 辺地に係る公共的施設

の総合整備計画の策定についてを説明させていただきます。 

 議案書の７８ページからでございます。 

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画を別紙のとおり策定することについて、辺地に係

る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定に

より、議会の議決を求めるものでございます。 

 提案理由といたしまして、紀の川市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、

平成２８年度を目標年度とする辺地に係る公共的施設の総合整備計画を策定するにあたっ

て県知事と協議し、総務大臣に提出するためでございます。 

 次のページに、総合整備計画書を記載してございます。内容は、赤沼田地区内における

麻生津簡易水道施設の公共的施設の総合整備計画の策定でございます。 

 以上、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（高田英亮君） ほかに補足説明はございませんか。 

〔「補足説明なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） なければ、ただいま提案理由の説明がありました議件のうち、議

案第１０１号から議案第１２２号までの平成２５年度各会計決算について、監査委員より

それぞれ決算審査意見書が提出されており、本日代表監査委員に出席を求めていますので、

監査報告をしていただきます。 

 代表監査委員 箕輪光芳君。 

○代表監査委員（箕輪光芳君）（登壇） 監査委員をさせていただいております箕輪です。

よろしくお願いいたします。 

 委員を代表いたしまして、審査の結果を御報告申し上げます。 

 去る８月４日から８月７日にかけての４日間、監査委員の岩坪委員、竹村委員と私とで、

市長より審査に付されました平成２５年度紀の川市一般会計、特別会計の歳入歳出決算及

び基金の運用状況、また平成２５年度紀の川市公営企業会計、すなわち水道事業会計と工

業用水道事業会計の決算審査、さらに平成２５年度財政健全化及び公営企業の経営健全化

の審査を行ったところ、審査に付されました各会計歳入歳出決算書、同じく事項別明細書、

実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、関

係諸帳簿、その他証書類と照合した結果、違法並びに錯誤を認めず、その計数等は符合し

て正確であり、予算の執行及び関連する事務処理は適正に行われておりましたので、ここ

に御報告申し上げます。 
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 これらの決算審査とあわせて、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基準

となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されており、健全化判断比率及び資金

不足比率においては、全て早期健全化基準及び経営健全化基準を大きく下回り、本市の財

政状況は良好な状態にあると認められますので、あわせて御報告申し上げます。 

 なお、各会計歳入歳出決算状況及びこれらについての審査に関する結果と審査意見書は、

さきにお配りいたしました３冊の小冊子にまとめさせていただいておりますので、ごらん

おきいただきたいと思います。 

 さて、平成２５年度は、前年度より当市の財政規模は小さくなっており、歳入減少の要

因については、前年度の新庁舎建設事業に伴い、増加していた基金繰り入れや地方債によ

るものであり、歳出については、粉河中学校改築事業や都市公園整備事業、紀の海広域施

設組合負担金が増加したものの、前年度の新庁舎建設事業や打田中学校改築事業等の大型

建設事業の終了による影響でございました。 

 また、自主財源の根幹をなす市税については、個人市民税の所得割の減収、法人市民税

においては、企業業績の悪化による減収、固定資産税については、土地の時点修正による

減収の影響により、税収総額は前年度より約７，０００万円の減収となっております。５

年連続して減収という決算状況でございました。 

 我が国の景気は、穏やかな回復基調にあり、物価動向はデフレ状況ではなくなってきて

いるものの、地方へ十分に波及しているとは言いがたく、先行きは依然として不透明な状

況にあります。 

 このような状況の中で、人口の減少により、自主財源の根幹である市税や各使用料のさ

らなる減収が見込まれ、地方交付税についても合併算定替えによる減額が近い将来に迫っ

ており、大型建設事業の償還に係る公債費の増加等により、本市の財政状況は厳しい局面

を迎えることが予測されます。そのため、行財政改革の手を緩めず、市民ニーズを十分に

踏まえた事業の見直しと効率化を進め、自主性・自立性の高い財政運営に努めることを望

みます。 

 来年１１月には、合併１０周年を迎えることになり、これまで蓄積した行財政運営のノ

ウハウを十分に生かしながら、当市の将来像であります「いきいきと 力をあわせたまち

づくり 夢 あふれる 紀の川市」の実現に、一層邁進していくことを御期待申し上げま

す。 

 以上で、平成２５年度各会計の決算審査と財政の健全化及び公営企業の経営健全化の審

査結果についての監査委員の意見といたします。 

 終わります。 

○議長（高田英亮君） 監査報告、ありがとうございました。 

 以上で、監査委員の決算審査報告を終わります。 

 ここで、しばらく休憩いたします。 

（休憩 午前１１時０９分） 
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――――――――――――――― 

（再開 午前１１時２１分） 

○議長（高田英亮君） 再開します。 

 休憩前に引き続き、議事を続けます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております日程第４のうち、諮問第３号から諮問第５号 人権擁護

委員候補者の推薦についてと、議案第８７号から議案第１００号の各財産区管理委員の選

任についての計１７件につきましては、人事に関する案件でありますので、会議規則第３

７条第３項の規定により、委員会付託、討論を省略し、本日、直ちに質疑、採決まで行い

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第３号から諮問第５号と、議案第８７号から議案第１００号までの計

１７件については、本日、直ちに質疑、採決まで行うことに決しました。 

 これより、諮問第３号から諮問第５号 人権擁護委員候補者の推薦について、質疑、採

決を行います。 

 これより、諮問第３号から諮問第５号に対する一括質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 質疑なしと認めます。 

 それでは、質疑を終結します。 

 それでは、順次お諮りします。 

 諮問第３号について、原案のとおり適任者とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第３号は、原案のとおり適任者とすることに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 諮問第４号について、原案のとおり適任者とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第４号は、原案のとおり適任者とすることに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 諮問第５号について、原案のとおり適任者とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、諮問第５号は、原案のとおり適任者とすることに決しました。 
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 続いて、議案第８７号から議案第９３号 池田財産区管理委員の選任についてに対する

質疑、採決を行います。 

 これより、議案第８７号から議案第９３号に対する一括質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 質疑なしと認めます。 

 それでは、質疑を終結します。 

 これより、順次採決を行います。 

 お諮りします。 

 議案第８７号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８７号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第８８号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８８号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第８９号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８９号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第９０号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９０号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第９１号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９１号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第９２号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 



平成２６年第３回紀の川市議会定例会会議録（第１号） 平成２６年８月２９日 

 

－31－ 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９２号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第９３号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９３号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続きまして、議案第９４号から議案第１００号 田中財産区管理委員の選任についてに

対する質疑、採決を行いますが、地方自治法第１１７条の規定により、中尾太久也議員、

榎本喜之議員の退席を求めます。 

（４番 中尾議員 ９番 榎本議員 退席） 

○議長（高田英亮君） これより、議案第９４号から議案第１００号に対する一括質疑を

行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「質疑なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 質疑なしと認めます。 

 それでは、質疑を終結します。 

 これより、順次採決を行います。 

 お諮りします。 

 議案第９４号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９４号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第９５号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９５号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第９６号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９６号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第９７号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 



平成２６年第３回紀の川市議会定例会会議録（第１号） 平成２６年８月２９日 

 

－32－ 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９７号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第９８号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９８号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第９９号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９９号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第１００号について、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という者あり〕 

○議長（高田英亮君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１００号は、原案のとおり同意することに決しました。 

 中尾太久也議員、榎本喜之議員の入場を許可します。 

（４番 中尾議員 ９番 榎本議員 入場） 

○議長（高田英亮君） これをもちまして、本日の日程は全て終了いたしましたので、こ

れにて散会いたします。 

 あすからは９月１日までは議案精査ため休会とし、９月２日火曜日、午前９時３０分よ

り再開いたします。 

 御苦さまでした。 

（散会 午前１１時３０分） 

 

 

 


